
令和８年度(令和９年度実施) 自動車整備配分事業 募集要領 

 

 

配分目的 
長野県内における社会福祉施設等の利用者の送迎、地域住民の送迎などの充実を目的とし

て、事業に必要な福祉車両等の新車の購入に対して配分します。 

対象団体 
社会福祉法人、更生保護法人、公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人、特定非営利活

動法人、市町村社会福祉協議会【配分規程第２条(1)に定める者】 

対象事業 

(1) 上記対象団体の社会福祉施設・地域活動支援センターが実施する利用者の移送及び就

労等事業 

(2) 市町村社会福祉協議会が実施する次の事業 

 ① あらかじめ登録した会員を対象とした移送サービス事業 

 ② 住民への福祉車両貸出事業 

③ 地域福祉推進に資する事業、生活支援活動に係る事業 

(3) その他本会が特別に認める事業 

対象外事業 

長野県共同募金会のホームページの配分規程第５条に定める事業を参照してください。 

例） 

・介護保険法の適用における指定介護保険事業 

（介護保険法でいう施設サービス以外の事業で不特定かつ多数のものの利益の増進に寄

与する活動を主たる目的とする法人が行う事業を除く。） 

・申請時に既に着手している事業 

・事業の経営が、政治、宗教等に利用されている傾向がある事業、営利を目的に行ってい

ると認められる事業、反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関わりのある事業 

・別表の車両以外の車両整備事業 

・新車の購入を対象とし、リースは対象外とする。 

配分額等 
配分限度額：別表に記載  配分率：配分対象経費総額の 10/10以内（万円未満切捨て） 

※更新(買い替え)の場合は、別表のとおり年数及び走行距離の条件があります。 

募集期間 令和８年(2026 年)４月 17日(金)～６月 12日(金)【消印有効】 

申請方法 

配分を希望する団体は、申請書に必要な書類を添付し、長野県共同募金会に郵送又はメー

ルにより提出してください。 

申請書等は、配分委員会の審査資料としてそのまま複写して使用します。 

申請書等 

入手先 

長野県共同募金会ホームページ 

https://www.akaihane-nagano.or.jp/receive-grants 

申請書等 

送付先 

社会福祉法人長野県共同募金会 

〒380-0871 長野県長野市西長野143-8 長野県自治会館内 

TEL 026-234-6813 FAX 026-234-3024 E-mail nkyobo@akaihane-nagano.or.jp 

配分決定 
本会配分委員会において配分審査の後、令和９年３月開催の理事会及び評議員会において

募金実績に基づき配分を決定し、配分決定となった団体には決定通知書を交付します。 

事業実施 

期間 
令和９年(2027 年)４月１日～令和 10 年(2028年)３月 31日 

留意事項 

○配分申請にあたり、長野県共同募金会ホームページの「配分規程」及び「配分要領」を

確認してください。 

〇６月中旬から７月上旬に事前に連絡のうえ、申請施設のヒアリング及び現地調査を行う

場合があります。 

○配分決定を受けた翌年度は、配分を申請することはできません。 

ただし、同一申請者が複数の施設を経営している場合は、配分決定となった施設以外の

施設に係る事業であれば翌年度も申請できます。 

○社会福祉施設等整備配分事業、自動車整備配分事業、中央競馬馬主社会福祉財団助 

成事業の重複申請はできません。 

mailto:nkyobo@akaihane-nagano.or.jp


（別 表） 

 

[配分限度額の区分] 

 

種 類 特別装備 概 要 
排気量等 

（cc） 

限度額 

（千円） 

車両Ⅰ 

「助手席リフトアップ」又 

は「セカンドシートリフト 

アップ」のいずれかの装備 

助手席もしくはセカンドシートが

車両の外側に回転し、低い位置ま

で下がる特別装備 

1,500以下 

1501～2000 

1,400 

2,100 

車両Ⅱ スロープ式車いす仕様 

車両に装備したスロープにより、

車いすに座ったまま乗り降りでき

る特別装備 

660以下 

661～1500 

1501～2000 

1,300 

2,000 

2,100 

車両Ⅲ リフト式車いす仕様 

車両に装備したリフトにより、車

いすに座ったまま乗り降りできる

特別装備 

1501～2000 

2001～3000 

2,500 

2,900 

車両Ⅳ 特別装備のない車両 

660以下 

661～1500 

1501～2000 

2001～3000 

800 

1,200 

1,700 

2,300 

上記の車両以外は対象外とします。 

 

[車両の更新（買い替え）要件] 

 

(1) 配分の対象となる自動車は新車のみとする。 

(2) 排気量 660cc以下、初度登録から 10年が経過、又は走行距離 10万㎞以上の車両である。 

(3) 排気量 661～2,000cc、初度登録から 13年が経過、又は走行距離 13万㎞以上の車両である。 

(4) 排気量 2,001cc以上、初度登録から 13年が経過、又は走行距離 15万㎞以上の車両である。 

(5) 本会が認める特別な場合。 

 


